
事  務  連  絡 

令和 8 年 2 月 27 日 

各都府県建設業協会 事務局 御中 

一般社団法人全国建設業協会 

事 業 部 

 

第 3回登録土質改良基幹技能者講習会開催の周知について（情報提供） 

 

 平素は本会の活動に対しまして、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、（一社）全国建設発生土リサイクル協会より標記講習会の開催について、

周知依頼がありました。つきましては、貴会会員企業の皆様に適宜周知賜ります

よう、よろしくお願い申し上げます。 

 

・開 催 日 2026年 5月 23日（土）・24日（日） 

・会 場 損保会館 404・405 号室（東京都千代⽥区神⽥淡路町２-９） 

・申込方法 （一社）全国建設発生土リサイクル協会ＨＰ 

          登録土質改良基幹技能者講習より 

https://jasra.or.jp/sict/registration.html 

    ・申込期間 2026年 3月 2日（月）～3月 31日（火） 

・受 講 料 27,500円 

    ・定 員 60名 

 ※ 受講資格、講習内容と試験等の詳細については、別添チラシ（PDF）でご

確認ください。 

 ※ お問合せは、（一社）全国建設発生土リサイクル協会 TEL：03-3526-2129 

 

【添付資料】 

・JASRA第 3回登録土質改良基幹技能者講習周知依頼文 

・添付資料 1_第 3回登録土質改良基幹技能者講習_受講者募集チラシ 

・添付資料 2_JASRA第 5期までの活動実績概要 20260210 

担当：事業部 八重樫 

TEL：03-3551-9396  

FAX：03-3555-3218 

e-mail：jigyo@zenken-net.or.jp 

https://jasra.or.jp/sict/registration.html
mailto:jigyo@zenken-net.or.jp


令和 8 年 2 月 26 日 

一般社団法人全国建設業協会 

会長 今井 雅則 様 

一般社団法人全国建設発生土リサイクル協会 

理事長 赤坂 泰子 

 

第３回登録土質改良基幹技能者講習会開催の周知について（御依頼） 

 

残暑厳しい折、貴協会におかれましては、ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。 

当協会は、令和 3 年 4 月に国土交通省及び関係者のご支援をいただき、建設発生土リサイク

ルに関する全国初の業団体として設立されました。当協会の会員数は、令和 8 年２月 10 日時点

で正会 70 社、賛助会員 36 社、特別会員 2 社合計 108 社となっております。 

当協会は、令和 4 年 9 月に策定した 2050 年までの長期ビジョンである「JASRA VISION 2050」

に基づき活動してきております。「JASRA VISION 2050」で掲げた主要事業の１つとして「登録土質

改良基幹技能者」制度があり、令和 6 年 8 月 8 日に国土交通大臣より「登録土質改良基幹技能

者」講習実施団体として登録を受け、第 1 回講習会（Ｒ7.5.31,6.1）第 2 回講習会（R7.11.15,16）

に続き、第 3 回講習会を令和 8 年 5 月 23 日、24 日に東京で開催することにいたしました。 

つきましては、貴協会傘下の都道府県建設業協会に対する本講習会開催の周知等について、

御協力、御配慮をお願い申し上げますとともに、当協会活動への御支援・ご協力を賜れば幸甚で

ございます。 

敬具 

 

※添付資料（ＰＤＦ） 

・第３回登録土質改良基幹技能者講習会開催案内 

・（一社）全国建設発生土リサイクル協会 第 5 期までの活動実績概要 

 

＜本件に係る問合せ先＞ 

一般社団法人全国建設発生土リサイクル協会 

専務理事 髙野 昇  

e-mail: takano@jasra.or.jp 

 



お問合せ
〒101-0 0 2 3 東京都千代田区神田松永町22番地

TEL：03-3526-2129 FAX：03-3526-2139
Email：register@jasra.or.jp

一般社団法人 JAPAN SOIL RECYCLING ASSOCIATION

全国建設発⽣⼟リサイクル協会
JASRA
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主任技術者要件としての位置づけ
（とび・土工工事業又は土木工事業）

経営事項審査Z点（技術力）に
3点の評価

建設キャリアアップシステムでの
最高位：ゴールドカード

総合評価落札方式での
加点

2026 年 5   23   24月 日・ 日
土 日

開 催 日

損保会館 404・405号室 〒101-0 0 6 3
東京都千代⽥区神⽥淡路町２-９

会 場

受 講 資 格

講習内容と試験

受講申込期間

登録土質改良
基幹技能者講習第3 回

次の条件を全て満たす者
❶⼟⼯⼯事に関し、建設業法（昭和２４年法律第１００号）別表第⼀に揚げる「とび・⼟⼯⼯事業」⼜は「⼟⽊⼯事業」について、単⼀の

業種で⼟質改良技能者として10年以上の実務経験を有する者
❷上記と同業種で3 年以上の職⻑経験を有する者 ➌別に⽰す公的資格を有すること

⼟質改良に関する⼀般知識、関係法令、施⼯管理・計画、資材・品質管理、安全管理等に関する講習(2⽇間6 0 0 分）と試験（60分）

⼀般社団法⼈全国建設発⽣⼟リサイクル協会ホームページ  https://jasra.or.jp/sict/registration.html

2026年3月2日から31日 〈定員：60名 受講料：27,500円（非課税）〉

受講申込方法



（一社）全国建設発生土リサイクル協会（JASRA）
第5期まで(2021.4～2025.6)の活動実績(概要)一部2025.10までの実績

国土交通省審議会(建設リサイクル推進施策検討小委員会） オブザーバー団体としての提案概要はP18～P23



一般社団法人全国建設発生土リサイクル協会（略称:JASRA）
 2021年4月16日 設⽴
 2021年6月11日 発足式開催(ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ東京）

・来賓 国土交通省⼤⾂官房技術審議官 東川直正様
（一財）先端建設技術センター理事⻑ 佐藤直良様

 2021年8月27日 第1期定時社員総会開催(ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ東京）
・来賓 （一財）先端建設技術センター理事⻑ 佐藤直良様
・記念講演 京都⼤学⼤学院地球環境学堂教授 勝⾒武様

（公社）土⽊学会専務理事 塚田幸広様
所在地 〒101-0023 東京都千代田区神田松永町22番地 成瀬秋葉原ビル9階 https://jasra.or.jp 
理事⻑ 赤坂泰子（宮城県建設発生土リサイクル協同組合 理事⻑）
副理事⻑ 田中均（石川県建設発生土リサイクル事業協同組合顧問）⼾⾼康之（NPO法人埼玉県建設発生土リサイクル協会相談役）
専務理事 髙野昇（（一財）先端建設技術センター企画部参事役）常務理事 小重忠司（NPO法人埼玉県建設発生土リサイクル協会副理事⻑）
理事 田中直継（㈱環境施設代表取締役）張本洋二（⻑崎県建設発生土ﾘｻｲｸﾙ事業協同組合理事⻑）⼤坪尚宏（⼤坪GSI㈱代表取締役）

柳生豊晴（㈱山陽地質ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ顧問）中谷泰之（㈱奥村組取締役常務執⾏役員）吉光成寛(石川県建設発生土ﾘｻｲｸﾙ事業協同組合理事⻑)
監事 砂川俊郎（横浜改良土ｾﾝﾀｰ㈱所⻑) 奥野廣造（㈱オクノコトー副社⻑)
顧問 勝⾒武（京都⼤学⼤学院教授）川本健（埼玉⼤学⼤学院教授）

塚田幸広((公社)土⽊学会前専務理事）島田啓三（建設廃棄物協同組合元理事⻑）阪本廣⾏（㈱フジタ土⽊本部）

協
会
概
要

会員数 特別会員2社（（一財）日本建設情報総合センター ㈱建設資源広域利⽤センター）
正会員70社 賛助会員36社 会員数合計108社
支部別正会員数（北海道0,東北9,関東19,北陸5,中部14,近畿5,中国6,四国0,九州10,沖縄1）

正会員 建設業許可66社（とび・土工61社,土⽊59社,舗装47社,水道施設42社）2社は建設業許可未取得
属性 産業廃棄物処分業許可26社,採石業・砂利採取業許可15社 建設業許可未取得2社は左記２業許可も未取得
正会員土質改良プラント 改良土生産能⼒（JASRA HP プラントＤＢ掲載 52プラント） 年間400万m3

(

２
０
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年
2
月
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日
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在)



JASRA VISION2050
～ 「質」を重視した魅力ある建設発生土リサイクル業界を目指して ～

2021年設⽴後、2050年までの30年間のJASRA⻑期ビジョン
2050年における建設発生土の有効利⽤のあるべき姿を⾒据えて、
JASRAとして果たすべき役割、実施すべき事業を提示するとともに、
魅⼒ある建設発生土リサイクル業界としての確⽴と成⻑を目指す。

2022年９月２９日、ＨＰにて公表。https://jasra.or.jp/pdf/JASRAVISON2050.pdf
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貴重な資源としての建設発生土リサイクルの徹底目標１

目標２

目標３

建設発生土リサイクル業の確⽴

魅⼒ある建設発生土リサイクル業界および建設発生
土の貴重な資源としての理解・認識の醸成に努める

3



JASRA VISION2050 目標（Ｔ）と目標達成に向けた取組（A)
目標達成に向けた取組（A)目標（Ｔ）

A1:「土質改良プラント、ストックヤード、受⼊地」情報共有システム整備(構築中）
A2:A1を活⽤した都道府県単位の建設発生土利⽤調整（マネジメント）しくみ整備（構想中）
A3:建設発生土有効利用事例整理(JASRAHP掲載済）
A4:建設発生土リサイクル等講習会開催（継続中）
A5:建設発生土リサイクル技術開発
A6:災害発生土処理・有効利用マニュアル策定
A7:地方自治体との災害発生土有効利用に関する協定締結

Ｔ１
貴重な資源としての建設発生土の
リサイクル徹底

A8:業登録制度創設の提案
A9:A8の登録に必要な技術者資格試験制度の構築・運営
A10: 「登録土質改良基幹技能者（仮称）」制度の創設・運営(創設・運営済）
A11:建設発生土土質改良プラント、ストックヤード第三者認証制度創設の提案(提案済）
A12:建設発生土土質改良プラント、ストックヤード第三者認証取得に向けた講習会開催
A13:JASRA会員技術力向上（会員向け技術研修会継続開催中）
A14:JASRA体制強化

Ｔ２
建設発生土リサイクル業の確立
(建設発生土リサイクルのための
専門業としての、建設発生土土質
改良業（仮称）、建設発生土ストッ
クヤード業（仮称）の確立）

A4:建設発生土リサイクル等講習会開催-再掲-（継続中）
A15:JASRAホームページを建設発生土情報に特化したポータルサイトとして構築・運営(継続中）
A16:関係学会等との連携強化
A17:教育現場との連携強化
A18:若⼿研究者の育成（2023年8月より研究助成制度開始）
A19:あらゆる機会を捉えた建設発生土リサイクル、JASRAのＰＲ（継続中）
A20:国際的ネットワークの構築

Ｔ３
魅力ある建設発生土リサイクル業
界および建設発生土の貴重な資
源としての理解・認識の醸成に努
める

設⽴時の重点事業

4



JASRA VISION2050 目標（Ｔ）と目標達成に向けた取組（A)
A1:「土質改良プラント、ストックヤード、受⼊地」情報共有システム整備（構想中）

都道府県等が公開する「盛土規制法」による許可・届出施設情報、及び国交省「ストックヤード運営事業者登録制度」情報
⇒ 「JASRA正会員 土質改良プラント情報」システム構築・運⽤中

(一財）先端建設技術
センター（ACTEC)
「建設発生土の土質
改良プラント認証」
第一号であることを
示す

5
https://jasra.or.jp/stockyard/#plant



JASRA VISION2050 目標（Ｔ）と目標達成に向けた取組（A)
A1:「土質改良プラント、ストックヤード、受⼊地」情報共有システム整備（構築中）

⇒ 「JASRA正会員土質改良プラント情報」マップ検索システムに加えて
2024年12月より国交省「ストックヤード運営事業者登録制度」登録状況マップ検索システム運⽤開始

https://jasra.or.jp/stockyard/index.html
6



7

JASRA VISION2050 目標（Ｔ）と目標達成に向けた取組（A)
A2:A1を活⽤した都道府県単位の建設発生土利⽤調整（マネジメント）しくみ整備

「しくみ整備」に向けて国交省・⾃治体等との連携実績



JASRA VISION2050 目標（Ｔ）と目標達成に向けた取組（A)
A10: 「登録土質改良基幹技能者（仮称）」制度の創設・運営（創設・運営済）

「登録基幹技能者制度」︓建設業法施⾏規則第18条の3にもとづく、建設現場での技能労働者のトップ（総括職⻑）としての資格制度。
登録基幹技能者資格はCCUS(建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑ）最高レベル４の要件。

「登録土質改良基幹技能者」講習実施機関として国土交通⼤⾂から登録（2024.8.8)
・「登録土質改良基幹技能者講習」第1回（2025.5.31.6.1)、第2回(2025.11.15,16)開催、今後も年2回開催予定
・5年更新の資格制度のため、2029.6.1以降、更新講習開始予定

8

登録土質改良基幹技能者講習 登録証 受領式
（令和6年8月8日 国⼟交通省にて）

(一社）全国建設発生⼟リサイクル協会

理事⻑ 赤坂泰子

国⼟交通省 大臣官房参事官（建設人材・資材）付
建設キャリアアップシステム推進官

栗⼭ 達 様



登録土質改良基幹技能者の受講要件
次に示す条件を全て満たしていること。
ア．建設業法（昭和24年法律第100号）に基づく「とび・土工工事業」又は「土⽊工事業」

について、単一の業種で10年の実務経験と、同業種で3年以上の職⻑経験を有すること。
イ. 職⻑・安全衛生責任者教育
ウ.次のいずれかを保有すること。
①青年優秀施工者不動産・建設産業局長顕彰
②地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習
③地山の掘削作業主任者技能講習および土止め支保工作業主任者技能講習
④特定化学物質および四アルキル鉛等作業主任者
⑤特定化学物質等作業主任者
⑥公害防止管理者一般粉じん

エ．次の(1)(2)(3)の区分ごとにいずれかを保有すること。
(1)⾞両系資格について、次のいずれかを保有すること

①車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）運転技能者
②小型車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）の運転特別教育（機体重量3t未満）

(2)クレーン系資格について、次のいずれかを保有すること
①小型移動式クレーン運転技能者（つり上げ荷重1t以上5t未満）
②クレーン運転の特別教育（つり上げ荷重5t未満およびつり上げ荷重5t以上の跨線テルハ）
③移動式クレーンの特別教育（つり上げ荷重1t未満）

(3)玉掛け資格について、次のいずれかを保有すること
①玉掛け技能講習（つり上げ荷重1t以上のクレーン等）
②玉掛けの業務の特別教育（つり上げ荷重1t未満のクレーン等） 9



JASRAと（一財）先端建設技術センター（ACTEC)は共同で「建設発生土土質改良プラント認証制度検討委
員会」（委員⻑︔京⼤勝⾒教授）を2021年9月に設置し、2022年2月に「建設発生土土質改良プラント認証
制度主要事項に関するとりまとめ結果」を公表。

これを受けて、ACTECは2023年6月「建設発生土の土質改良プラント認証事業」を開始。

https://jasra.or.jp/download/index.html

＜認証制度の考え⽅＞
現状では、８⾃治体において建設発生⼟⼟質改良プラント認
定制度が制定されているとともに、この８⾃治体を含め２３
⾃治体において⼟質改良⼟の品質基準が制定されている。

このため、本委員会で構築する認証制度は、これら制度、品
質基準と整合することが求められる。

本認証制度の目的である「土質改良土の利⽤拡⼤」のために
は、改良土基準等が制定されていない⾃治体での改良土利⽤
が必須であることから、本認証制度は、改良土基準等未制定
の⾃治体での基準等制定促進策の１つと位置付ける。

また、既存の⾃治体プラント認定制度についても、制度の高
度化・運営効率化の観点から、第三者認証制度への移⾏など
を積極的に働きかける。（⾃治体業務量軽減のため、将来的
には第三者認証制度への移⾏を検討したいという⾃治体有）

建設発生土土質改良プラント認証制度主要事項に関するとりまとめ結果

https ://www.actec.or.jp/doshitsu-plant/ 10

建設発生土の土質改良プラント認証事業」
一般財団法人先端建設技術セ

ンターは、建設発生土の利⽤拡
⼤を図り、環境負荷低減ととも
に、建設発生土の適正な管理に
基づく土砂災害の防止を目的と
して建設発生土の土質改良プラ
ント認証事業を2023年6月開
始。

認証取得第一号
（2024.02.22）は、
㈱ホツマプラント
（JASRA理事⻑会社）

A11:建設発生土土質改良プラント、ストックヤード第三者認証制度創設の提案(提案済）

JASRAVISION2050 取組
JASRA VISION2050 目標（Ｔ）と目標達成に向けた取組（A)



A13:JASRA会員技術⼒向上
JASRA VISION2050 目標（Ｔ）と目標達成に向けた取組（A)

11

JASRA会員向け研修会11回開催（2021.4~2025.6) 「JASRA改良土品質基準第一版」策定(2025.9)



A15:JASRAホームページを建設発生土情報に特化したポータルサイトとして構築・運営（HP掲載情報例その１）

JASRA VISION2050 目標（Ｔ）と目標達成に向けた取組（A)

1212



A15:JASRAホームページを建設発生土情報に特化したポータルサイトとして構築・運営（HP掲載情報例その２）

JASRA VISION2050 目標（Ｔ）と目標達成に向けた取組（A)

13
国交省建設業課の了解を得て
JASRA正会員であること表示可能



A18:若⼿研究者の育成（2023年8月より研究助成制度開始）
建設発生土に関する研究拡⼤、研究者増⼤のため、建設発生土リサイクルなどを研究テーマとする若⼿研究者への研究費
助成制度を創設する。

JASRA VISION2050 目標（Ｔ）と目標達成に向けた取組（A)

14

第1回研究助成テーマ「建設発生土リサイクルによるCO2排出量削減効果の算定」
建設発生土土質改良土はCO2排出量削減効果有

京都⼤学⼤学院地球環境学堂 加藤智⼤助教の研究成果

受入地搬出・新材搬入 工事間利用 土質改良
0

10

20

30

40

50

C
O

2排
出

量
 （

t-
C

O
2）

 工事間　　  ストックヤード
 土質改良　　  準有効利用
 受入地　　  新材

29.3 t-CO2

新材

受入地

工事間

土質改良

38.7 t-CO2

9.4 t-CO2

35.8 t-CO2

2.9 t-CO2

建設発生土搬出量550m3（注）を①リサイクルしない（全量受入地へ搬出し同量の新材を利用する）場合、②550m3全量を工事間
(直接)利用する場合、③ 550m3全量を土質改良プラントで改良して利用する場合の3ケースのCO2排出量を試算
注：資源有効利用促進法対象土量500m3超に相当する、積載量5.5m3/台のダンプ100台分の土量

 試算結果は①38.7t-CO2,②9.4t-CO2,③35.8t-CO2
 土質改良利用は、リサイクルしない場合よりCO2排出量が2.9t-CO2少ない 2.9t-CO2 はスギ 330本の森林（0.33 ha）に相当

建設発生土搬出量・土砂利用量550m3のリサイクルに伴うCO2排出量

資料：2024年10月30日建設リサイ クル技術発表会講演資料



A19:あらゆる機会を捉えた建設発生土リサイクル、JASRAのＰＲ
JASRA VISION2050 目標（Ｔ）と目標達成に向けた取組（A)

15

JASRAニュース発⾏(年4回程度） こども土サミットFUKUOKA開催(2023,2024,2025)

15



 （一社）全国建設発生土リサイクル協会（JASRA)主催による、建設発生土リサイクル推進のための諸課題解
決に向けた講習会。

 講習会の対象は、JASRA会員の他、官公庁、建設業者、建設コンサルタントなど幅広い関係者。
 JASRA設立後、年２回程度、講習会を開催。

講習会開催概要等

「JASRA建設発生土リサイクル講習会」

16

参加者特性
参加
人数

国交省関係講演者役職講習会プログラム概要講習会開催テーマ開催場所
開催

年月日
開催
回数

官公庁30％，建設業30％，
コンサル20％，廃棄物処
理業10％，その他10％

200名総合政策局公共事業企画調整課
インフラ情報・環境企画調整官

１．建設発生土土質改良プラント事例
２．建設発生土ストックヤード事例
３．建設発生土有効利用事例
４．建設発生土有効利用施策

建設発生土
有効利用事例

星陵会館
ホール

（ 東京都千代田区
永田町）

2022年
4月26日１

官公庁20％，建設業30％，
コンサル25％，廃棄物処
理業10％，その他15％

１20名総合政策局公共事業企画調整課
インフラ情報・環境企画調整官

１．現場における自然由来重金属等含有土への対応
２．災害発生土対応事例
３．建設発生土施策

自然由来重金属等
含有土

／災害発生土処理事例

連合会館
２０４会議室

（ 東京都千代田区
神田駿河台）

2022年
12月１日２

JASRA会員＋関係者120名都市局都市安全課企画専門官
不動産・建設経済局 建設業課課長補佐
総合政策局公共事業企画調整課課長補佐

１．盛土規制法について（土石の一時堆積を中心として）
２．ストックヤード運営事業者登録制度について
３．建設発生土の有効利用について

国土交通省による
建設発生土に係る新たな
法令等に関する説明会

ＷＥＢ
2023年

1月23日
5月19日

官公庁－，建設業50％，
コンサル－，廃棄物処理
業４0％，その他10％

６０名不動産・建設経済局 建設業課課長補佐
総合政策局公共事業企画調整課課長補佐

１．建設発生土施策
２．アスリートに学ぶ社員のマインドアップ
３．建設キャリアアップシステムと登録基幹技能者制度

建設発生土リサイクルの
ための人材育成

航空会館
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌｫｰﾗﾑ

（ 東京都港区新橋）

2024年
1月18日３

官公庁20％，建設業50％，
コンサル10％，廃棄物処
理業10％，その他10％

130名総合政策局公共事業企画調整課
企画官（インフラ情報・環境）

１．建設発生土施策
２．災害復旧に資する建設発生土の活用
３．国土強靭化計画

来るべき災害に
対応できる建設発生土

の活用法

航空会館
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌｫｰﾗﾑ

（ 東京都港区新橋）

2024年
5月21日４

官公庁20％，建設業60％，
コンサル5％，廃棄物処
理業5％，その他10％

140名不動産・建設経済局建設業課課長補佐
総合政策局公共事業企画調整課課長補佐

１．国土交通省における建設発生土有効利用への取組
２．自治体における建設発生土リサイクルと改良土利用
３．改良土の品質管理とプラント認証制度

資源有効利用促進
のための

建設発生土リサイクル

航空会館
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌｫｰﾗﾑ

（ 東京都港区新橋）

2024年
11月21日５

官公庁12％，建設業70％，
コンサル5％，廃棄物処
理業5％，その他8％

90名不動産・建設経済局建設業課課長補佐
総合政策局公共事業企画調整課課長補佐

１．国土交通省における建設発生土有効利用への取組
２．静岡県における建設発生土有効利用への取組
３．JASRA の現在の取組

サーキュラーエコノミー
推進のための

建設発生土リサイクル

クーポ ール会館
（ 静岡県静岡市）

2025年
6月20日

６
16



参加者特性
参加
人数

国交省関係講演者役職
来賓挨拶
(敬称略）

開催場所テーマ
開催

年月日

開
催
回
数

官公庁10％，建設業20％， コンサル
10％，廃棄物処理業20％，機械・材料
メーカー20％，その他20％

290名総合政策局公共事業企画調整課
インフラ情報・環境企画室長

国交省総合政策局公共事業企画調整課
インフラ情報・環境企画室長 若尾 将徳

ホテル

ニューオータニ

東京

土の未来
を

さぐる

2020年
10月16日１

官公庁40％，建設業20％， コンサル
10％，廃棄物処理業15％，機械・材料
メーカー5％，その他10％

320名総合政策局公共事業企画調整課
インフラ情報・環境企画調整官

国交省近畿地方整備局 局長 東川 直正ホテル

ニューオータニ

大阪

再生2021年
10月07日２

官公庁10％，建設業40％， コンサル
10％，廃棄物処理業10％，機械・材料
メーカー15％，その他5％

330名総合政策局公共事業企画調整課
インフラ情報・環境企画調整官

中部地方整備局富士砂防事務所長

国交省大臣官房技術審議官 佐藤 寿延
（一財）先端建設技術センター理事長 佐藤 直良

ホテル

ニューオータニ

東京

災害と土2022年
10月21日３

官公庁11％，建設業43％， コンサル

12％，廃棄物処理業8％，機械・材料

メーカー13％，その他13％

420名総合政策局公共事業企画調整課

インフラ情報・環境企画調整官

国交省九州地方整備局 局長 森戸 義貴

（一財）日本建設情報総合センター 審議役 三橋さゆり

㈱建設資源広域利用センター 常務取締役 大庭孝之

ホテル

ニューオータニ

博多

文明と土2023年
10月26日

４

官公庁13％，建設業40％， コンサル
8%，廃棄物処理業5％，機械・材料メー
カー6％，その他28％

200名国立研究開発法人土木研究所
地質・地盤研究グループ長

国交省近畿地方整備局 局長 齋藤 博之

（一財）日本建設情報総合センター 審議役 三橋さゆり

㈱建設資源広域利用センター 常務取締役 大庭孝之

京都大学

百周年記念

ホール

土文化
と

生命

2025年
10月14日５

 建設発生土、建設汚泥、汚染土壌など、各種の「土」のリサイクル・適正処理に携わる関係者が一堂に会して、
課題解決に向けて情報交換する場。

 第1回は2020年に東京で開催、第5回目を2025年京都（京大）で開催。
 2020年第1回は、宮城県等の建設発生土リサイクル組合が共同で開催、第2回目以降は2021年4月設立の

（一社）全国建設発生土リサイクル協会（JASRA)が主催。
 「建設リサイクル」推進の観点から、国交省様には第1回から開催に際してご支援をいただいている。

土サミットの開催概要等

「土サミット」
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第17回建設リサイクル推進施策検討小委員会
オブザーバー団体ヒアリング

ヒアリングテーマ１，２について、次の内容で説明させていただきます。

テーマ１︓「建設リサイクルにおけるCO2排出量削減」に関して
「建設発生⼟リサイクルによるCO2削減効果算定」

テーマ２︓「循環経済 建設発生土の工事間利⽤調整」に関して
(1)都道府県単位の建設発生⼟利⽤調整（マネジメント）しくみ整備
(2)建設発生⼟⼯事間利⽤徹底のための提案

①国交省「リサイクル原則化ルール」建設発生⼟に係る改正
（⼯事間利⽤における⼟質改良プラント・ストックヤード活⽤の明確化）
②新材利⽤原則禁⽌に向けた『⼟砂利⽤⼯事における「指定利⽤」』

令和6年7月2日

本資料Ｐ１4

国土交通省審議会(建設リサイクル推進施策検討小委員会）オブザーバー団体としての活動報告
本資料P18~23 詳細→ https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/sogo03_sg_000224.html
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19

「建設発生土工事間利⽤調整のしくみ」の必要性
建設発生⼟を⼯事間で利⽤するためには、搬出⼯事と搬⼊⼯事との間で

土質、土工期が一致し、工事間距離は「リサイクル原則化ルール」に定める５０km圏内であること
が条件。
さらに、これら条件を確認するため、⼟質、⼟⼯期、⼯事場所等の⼯事情報を⼯事担当者が⼊手でき
ることが必要。

公共⼯事間の建設発生⼟有効利⽤を促進するため、平成14年度より「建設発生⼟情報交換システム」
平成27年度からは公共⼯事と⺠間⼯事との建設発生⼟有効利⽤を促進するため「建設発生⼟有効利⽤
官⺠マッチングシステム」をJACICが運⽤中

これらの情報交換システムにより、⼯事担当者は⼯事情報を⼊手可能であるが、建設発生⼟の有効利
⽤を実現するためには、⼟⼯期の詳細な調整及び⼟質の現場レベルでの確認が必須。

建設発生⼟の有効利⽤・適正利⽤を促進するためには、⼯事情報交換システムによる⼯事情報の確
認・調整に加えて、専属の担当者による現場レベルで⼟質、⼟⼯期等の確認・調整が必要。

「建設発生土工事間利⽤調整のしくみ」の構築

⾸都圏では、第三セクターの㈱建設資源広域利⽤センター（UCR）が専属担当者による現場レベルでの確認・調整を実施するこ
とにより、年間２００万m3超の建設発生⼟の有効利⽤・適正利⽤を実現

テーマ２:「循環経済 建設発生土の工事間利⽤調整」に関して
（１）都道府県単位の建設発生土利⽤調整（マネジメント）しくみ整備



公共工事間で工事間利⽤
できなかった工事情報

建設発生土
情報交換システム

公共工事
（搬出） 公共工事

（搬⼊）

官⺠マッチング
システム

⺠間工事
（搬出）

⺠間工事
（搬⼊）

土質改良ﾌﾟﾗﾝﾄ

ストックヤード

建設発生土
受⼊地

工事以外の
有効利⽤

（採石場跡地等）

都道府県建設副産物対策
連絡協議会による利用調整

（県建設業協会とJASRAが連携し
た建設発生土利⽤調整-ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ-）

※⻘︓これまでの情報の流れ 赤︓新たに統合する情報の流れ

盛土規制法

ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ登録制度、盛土規制法

2025年度頃統合予定

「JASRA VISION2050」「A2:A1を活⽤した都道府県単位の建設発生土利⽤調整（マネジメント）しくみ整備」として、
都道府県における建設発生土利⽤調整の実態を踏まえ、必要な地域において「県建設業協会とJASRAが連
携した建設発生土利⽤調整」のしくみを整備することを目指している。(構想中）
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テーマ２:「循環経済 建設発生土の工事間利⽤調整」に関して
（１）「都道府県単位の建設発生土利⽤調整（マネジメント）しくみ整備



新材利⽤量2,500万m3の2倍以上の5,900万m3を内陸受⼊地
へ搬出、新材利⽤量を内陸受⼊地搬出量で代替できれば新材
利⽤量をゼロにすることが数量的には可能

⼟砂利⽤⽤途の要求品質に建設発生⼟を改良することは容易
であり、新材利⽤量の全量に建設発生⼟を活⽤可能

ストックヤード土質改良プラント
①５５．７万m3（２６施設）

公共⼯事６３．３％
⺠間⼯事３６．７％

①５８７万m3（６５施設）
公共⼯事５２．６％
⺠間⼯事４７．４％

受
⼊
量

②２５．３万m3（２２施設）
公共⼯事４２．６％
⺠間⼯事５７．４％

②１４５万m3（６４施設）
公共⼯事６１．９％
⺠間⼯事３８．１％

出
荷
量

25.3/55.7=45%145/587=25%②/①
道路 ３１．７％
河川 ４．９％
⼟地造成 ２３．６％
その他 ３９．７％
（その他代表例）

耕作⽤⼟、埋⽴て、建築基礎・管路埋戻し、
陸砂利採取地埋戻し

道路管廻り ４８．８％
道路路床・路体 ２９．２％
道路以外 ２２．０％
（道路以外代表例）

築堤盛⼟、造成盛⼟、建築基礎埋戻し、
構造物裏込、ため池埋戻し、
汚染⼟除去後の埋戻し

出
荷
先
⽤
途

土質改良プラント・ストックヤード稼働実態（R2年度）

21
注：都道府県建設部局が建設発生土を「指定利用」するための積算資料等としてｈｐで公表している建設発生土の受

入先情報及び「建設発生土土質改良プラント」のキーワードでｈｐ検索してヒットした情報をもとに、R3 年11 月末
に 全国４９０社にアンケート調査票を郵送配布し 124 社から回答を得た。124 社のうち建設発生土土質改良プ
ラ ント、ストックヤード事業を実施している会社９２社、９５施設を対象とした集計結果

ht t ps://jasra.or.jp/img/news/fce4fa6389223341decbed33a23323c5.pdf

テーマ２:「循環経済 建設発生土の工事間利⽤調整」に関して
（２）建設発生土工事間利⽤徹底のための提案

①

⑩

⑩

②

③
④

⑤

⑥
⑦

⑧

⑨

工事間利⽤の課題①
土質改良プラント、ストックヤードが「残土処分地」化

工事間利⽤の課題②
新材利⽤量の2倍以上の土量を内陸受⼊地へ搬出

JASRAが実施したアンケート調査結果によれば、⼟質改良
プラントの出荷率（出荷量÷受⼊量）は２５％、ストック
ヤードの出荷率は４５％

⇒工事間利⽤に際して、土質調整・土工期調整のための施設であ
る土質改良プラント・ストックヤードが「残土処分地」化

工事間利⽤量の最⼤値
は、新材利⽤量がゼロ
の場合

工事間利⽤にける土質改良ﾌﾟﾗﾝﾄ･ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ活⽤の明確化が必要 建設発生土発生抑制・現場内利⽤徹底の前提のもとで、工事間利⽤
を徹底するためには、新材利⽤の原則禁止が必要

資料︓国⼟交通省「建設リサイクル推進計画202(概要）｣
Ｐ８のフロー図に加筆



建設発生土
搬出工事

土砂
搬入工事

登録
ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ

登録
土質改良

ﾌﾟﾗﾝﾄ
盛土規制法等許可
建設発生土受入地

山砂等
新材

50km圏内

①建設発生土搬出工事
・工事現場外へ搬出する建設発生土は,原則として50km範囲内の他工事(民間工事を
含む, 以下,同じ)へ搬出する。

・他工事と受入時期,土質が一致しない場合は,「ストックヤード運営事業者登録制度」
に登録したストックヤード,土質改良プラントにて受入時期,土質を調整するものとする。

・50km 範囲内に他工事が無い場合は,盛土規制法等許可・届出済の建設発生土受入
地へ搬出することを妨げない。

②土砂利用工事
・工事現場外から搬入する土砂は,原則として50km 範囲内の他工事の建設発生土と
する。

・他工事と受入時期,土質が一致しない場合は,「ストックヤード運営事業者登録制度」
に登録したストックヤード,土質改良プラントにて受入時期,土質を調整するものとする。

・50km 範囲内に他工事が無い場合は,新材を利用することを妨げない。
注：登録施設は、自治体認定又は民間団体による第三者認証を受けた施設を優先利用

①②とも他工事との距離が50km を超えることを制限しない。

※

※

※50km圏内に工事間利⽤の
相⼿となる工事が無い場合

建設発生土
搬出工事

土砂
搬入工事

処分場

50km圏内

搬⼊工事と受⼊時期、土質
等の調整が困難な場合

受⼊時期、土質等を考慮し
て建設発生土を利⽤

①建設発生土の工事現場からの搬出
工事現場から建設発生土が発生する場合は,原則として,50km の範囲内の他の建設工

事現場へ搬出する。なお,各地方建設副産物対策連絡協議会等で調整済みの場合は,そ
の調整結果を優先することとする。また,他の建設工事との受入時期および土質等の調
整が困難である場合は,別の処分場に搬出することを妨げない。

②建設発生土および建設汚泥処理土の利用
工事現場から50km の範囲内に建設発生土または建設汚泥（建設汚泥が発生する工

事現場または当該工事現場において所要の品質を満たす建設汚泥処理土への改良が
可能な場合）を搬出する他の建設工事もしくは建設汚泥処理土を製造する再資源化施
設がある場合,受入時期,土質等を考慮したうえで,原則として,建設発生土もしくは建設汚
泥処理土を利用する。なお,各地方建設副産物対策連絡協議会等で調整済みの場合は
その調整結果を優先することとする。

現⾏ JASRA改正案
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テーマ２:「循環経済 建設発生土の工事間利⽤調整」に関して
（２）建設発生土工事間利⽤徹底のための提案①

国交省「リサイクル原則化ルール」建設発生土に係る改正
― 工事間利⽤における土質改良プラント・ストックヤード活⽤の明確化 －
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工事発注予定情報

土砂搬入工事ごとに
建設発生土搬出工事と利用調整

土質改良ﾌﾟﾗﾝﾄ
利用調整

ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ
利用調整

工事間直接
利用調整

土工期・土質一致

土工期不一致
土質不一致
土工期・土質不一致

土砂の調達先（搬出工事）
（工事間直接、土質改良プラント経由、ストックヤード経由

のいずれか）を指定して工事発注

工
事
発
注
前

工
事
発
注

注：工事間利用の相手となる搬出工事も建設発生土の搬出先を指定して工事発注

土砂利⽤工事における「指定利⽤」の⼿順案

建設発生工事間利⽤徹底の観点からは
「指定利⽤」＝「建設発生土の利⽤先となる土砂利⽤工事を工事発注前に指定」

建設発生土工事間利⽤徹底の観点からは
「指定利⽤」＝土砂利利⽤工事においても「土砂調達先を工事発注前に指定」

建設発生工事間利⽤徹底の観点からは
建設発生土搬出工事「指定利⽤」＝土砂利⽤工事における「指定利⽤」

場外搬出量 >> 土砂利⽤量
の現状では

土砂利⽤工事で場外から調達
する土砂は全量、建設発生土
とすることが最優先事項

①

⑩

⑩

②

③
④

⑤

⑥
⑦

⑧

⑨

13,263

6,525

工事間利⽤調整は、
土砂搬⼊工事を主体に

実施すべき

テーマ２:「循環経済 建設発生土の工事間利⽤調整」に関して
（２）建設発生土工事間利⽤徹底のための提案②

新材利⽤原則禁止に向けた『土砂利⽤工事における「指定利⽤」』

※︓「仕様書に建設発生⼟の搬出先の名称及び所在地を定める」ことをいい、
⼯事発注者は、⼯事発注前に建設発生⼟の搬出先を決定しておく必要がある。

R4.6.21「標準請負契約約款」改正
公共工事では搬出工事における「指定利⽤※ 」義務化
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